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墨田区条例第２５号 



   墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区国民健康保険条例（昭和３４年墨田区条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 第１４条の３第１号中「保健事業に要する費用の額」の次に「、法第８１条の２第

１項第１号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規定による拠出金（当

該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。）の納付に要する費用の

額、同条第１項第２号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規定による

拠出金（当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。）の納付に要

する費用の額の２分の１に相当する額」を加え、同条第２号中「第７２条の４」を

「第７２条の５」に、「その他」を「、法第８１条の２第１項の規定による交付金並

びにその他の」に改める。 

 第１５条の４第１号中「１００分の６．３０」を「１００分の６．４５」に改め、

同条第２号中「３万２，４００円」を「３万３，９００円」に改める。 

 第１５条の８中「５１万円」を「５２万円」に改める。 

 第１５条の１２第１号中「１００分の２．１７」を「１００分の１．９８」に改め

る。 

 第１５条の１６中「１６万円」を「１７万円」に改める。 

 第１６条の４第１号中「１００分の１．７７」を「１００分の１．６２」に改め、

同条第２号中「１万５，３００円」を「１万４，７００円」に改める。 

 第１６条の５中「１４万円」を「１６万円」に改める。 

 第１９条の２各号列記以外の部分中「５１万円」を「５２万円」に、「１６万円」

を「１７万円」に、「１４万円」を「１６万円」に改め、同条第１号イ中「２万２，

６８０円」を「２万３，７３０円」に改め、同号ハ中「１万７１０円」を「１万２９

０円」に改め、同条第２号中「２４万５，０００円」を「２６万円」に改め、同号イ

中「１万６，２００円」を「１万６，９５０円」に改め、同号ハ中「７，６５０円」

を「７，３５０円」に改め、同条第３号中「４５万円」を「４７万円」に改め、同号

イ中「６，４８０円」を「６，７８０円」に改め、同号ハ中「３，０６０円」を「２，

９４０円」に改める。 



 第２４条第１項第２号中「第３項に」を「第４項第２号に」に改め、同条第２項中

「、保険料」を「保険料」に改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する提出期限までに減免の申請をすること

ができないやむを得ない事情があると区長が認めるときは、当該期限が経過した後

においても減免の申請をすることができる。 

 第２４条第４項中「、保険料」を「保険料」に、「場合において」を「とき」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項の規定による減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保

険料から適用する。 

 ⑴ 第１項第１号に該当する者 申請の日以後の納期限に係る保険料。ただし、前

項の規定により申請をした者にあっては、当該やむを得ない事情が生じた日以後

の納期限に係る保険料 

 ⑵ 第１項第２号に該当する者 旧被扶養者が被保険者の資格を取得した日以後の

納期限に係る保険料 

 付則第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

   付 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１４条の３、第１５条の４、第１５条の８、第１５条

の１２、第１５条の１６、第１６条の４、第１６条の５及び第１９条の２の規定は、

平成２７年度分の保険料から適用し、平成２６年度分までの保険料については、な

お従前の例による。 


